
29 

 

台風時等における生徒の登下校と授業実施について 
 

１ .始業時前に、津市東部または居住地域に「特別警報（大雨・暴風・大雪 ・暴風  

雪）」・「暴風警報 」または「暴風雪警報」または「レベル４大雨危険警報」 が発

   令されている場合   
 

  (1)生 徒 は 自 宅 待 機 と す る 。  
 

  (2)午 前 11 時 (午 前 中 授 業 の 日 は 午 前 9 時 )ま で に 津 市 東 部 に 発 令 さ れ た 特 別 警 報 ・  

暴 風 警 報 ・ 暴 風 雪 警 報 ・ レ ベ ル ４ 大 雨 危 険 警 報 が 解 除 さ れ た 時 は 、 解 除 時 刻 の 約  

2 時 間 後 を 目 処 に 当 日 の 授 業 を 開 始 す る の で 、 充 分 気 を つ け て 登 校 す る 。  

        ※ 但 し 、 そ の 他 の 注 意 報 又 は 警 報 が 発 表 さ れ た 場 合 も 、 登 校 に 危 険 が 予 想 さ れ  

た り 、 交 通 事 情 の 著 し く 悪 い 生 徒 は 、 登 校 し な く て も よ い 。  
 

  (3)午 前 11 時 (午 前 中 授 業 の 日 は 午 前 9 時 )に お い て も な お 津 市 東 部 の 特 別 警 報 ・ 暴  

  風 警 報 ・ 暴 風 雪 警 報 ・ レ ベ ル ４ 大 雨 危 険 警 報 が 解 除 さ れ な い 場 合 は 当 日 の 授 業 は

  中 止 し 、 休 校 と す る 。  

 

２ .登下校中に特別警報・暴風警報 ・暴風雪警報・レベル４大雨危険警報が発令された

  場合  

   発 令 が わ か っ た 時 点 で 、 自 宅 に 帰 り 待 機 す る こ と を 原 則 と す る が 、 帰 宅 す る よ

り も 学 校 に 登 校 す る 方 が 安 全 と 判 断 す る 場 合 は 、 学 校 で 待 機 す る こ と 。  

な お 、 登 下 校 に は 充 分 安 全 に 留 意 す る こ と 。  

 

３ .始業後、津市東部に特別警報・暴風警報・暴風雪警報・レベル４大雨危険警報が発

  令された場合  

       原 則 と し て 授 業 を 中 止 し 下 校 の 指 示 を 行 う が 、 状 況 に 応 じ て 校 長 の 指 示 に よ り

適 切 な 処 置 を す る 。 た だ し 、 公 共 交 通 機 関 の 不 通 等 に よ り 帰 宅 で き な い 場 合 は 、

学 校 で 待 機 す る 。  

   な お 、 津 市 東 部 以 外 に 特 別 警 報 ・ 暴 風 警 報 ・ 暴 風 雪 警 報 ・ レ ベ ル ４ 大 雨 危 険 警

報 が 発 令 さ れ た 場 合 は 、 状 況 に 応 じ て 校 長 の 指 示 に よ り 適 切 に 対 応 す る 。  

 

４ .考査期間中に警報等により休校となった場合の試験 について  

   考 査 期 間 中 に 休 校 と な っ た 場 合 、 実 施 で き な か っ た 科 目 は 、 予 定 さ れ て い た 考

査 日 以 降 の 別 日 に 設 定 す る な ど の 措 置 を 行 う 。 休 校 日 以 外 の 考 査 期 間 に 実 施 す る

日 程 、 科 目 は 原 則 変 更 し な い 。 （ 日 程 を ず ら さ な い 。 ）  

 

５ .その他  

(1)休 日 及 び 休 業 中 の 課 外 ・ 補 習 ・ 部 活 動 等 も 上 記 に 準 じ る 。  

(2)「 津 波 警 報 」 が 発 令 さ れ た 場 合 は 、 上 記 に 準 じ 運 用 す る 。  

(3)「 南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 （ 巨 大 地 震 警 戒 ） 」 発 令 時 は １ 週 間 の 臨 時 休 業 を 基 本

と し て 対 応 す る 。  

(4)警 報 等 の 発 令 が な い 場 合 に お い て も 、 登 下 校 に 安 全 が 確 保 さ れ な い と 判 断 す る

場 合 は 、 自 宅 待 機 と す る 。  
 

 

 

 


